
令和８年５月７日 

議員待遇者控室 

 

 

荒川区町会連合会会議次第 
 

１ 会長あいさつ 

 

 

 

２ 区民生活部長あいさつ 

 

 

 

３ 議題 

（１）区からの依頼事項 

①第１８回あらかわ「社明」コンサートのご案内について 

(総務課) ················································· ２～４ページ 

 

 

②令和８年度「エコ助成」チラシの回覧について 

(環境課) ·················································· ５～６ページ 

 

 

③フレイル予防講座のポスター掲示について 

(健康推進課) ············································ ７～９ページ 

 

 

④学校等の桜の今後の取扱いについて 

(教育施設課) ········································· １０～１１ページ 

 

 

⑤放置自転車対策に関するポスター掲示について 

(土木管理課) ········································· １２～１３ページ 

 

 

４ 情報交換 

 

 

 

５ 次回   ６月５日（金） 午後２時 特別会議室 
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８荒総総第３１６号 

令和８年４月２０日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

町会長・自治会長 各位 

   荒川区総務課長 

 

 

あらかわ「社明」コンサートについて 

 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから青少年の健全育成にご尽力いただき、ありがとうございます。 

さて、このたび「令和８年度（第７６回）社会を明るくする運動」強調月間に当

たり、「第１８回あらかわ『社明』コンサート」を下記のとおり実施いたします。

貴町会の皆様にも是非ご鑑賞いただきたく、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 事 業 名   第１８回あらかわ「社明」コンサート 

 

２ 日  時   令和８年７月４日（土） 

         午後４時開演 

         ※入場無料 

※往復はがきによる事前の申込が必要です。 

 

３ 会  場  サンパール荒川 大ホール 

 

４ 出  演  陸上自衛隊東部方面音楽隊、桂やまと、原中学校 

 

５ 主  催  荒川区保護司会 

 

 

 

【問合せ】 

総務課総務係 茂木・堀 

℡  ３８０２－３２８７（直通） 
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事業名 
令和８年度 第７６回“社会を明るくする運動” 

第１８回あらかわ「社明」コンサート 

目的 

法務省の主唱する全国的な運動である「社会を明るくす

る運動」強調月間の主要事業の一つとして、青少年の健全

育成の普及啓発及び区の文化振興のため開催する。 

日時 令和８年７月４日（土） １６：００～ 

会場 サンパール荒川 大ホール 

入場料 

・入場無料（定員：８５０名） 

・往復はがき（１枚２名様まで）による事前申込制 

※６月８日締切（必着） 

※申込多数の場合は抽選となります。 

主催 荒川区保護司会 

共催 

ＡＣＣ（公財）荒川区芸術文化振興財団 

荒川区・荒川区教育委員会 

“社会を明るくする運動”東京都推進委員会・荒川区推

進委員会 

内容 陸上自衛隊東部方面音楽隊、桂やまと、原中学校 ほか 

添付資料 ポスター、チラシ兼往復はがき 

問合せ 
総務部総務課総務係 担当 茂木 

℡ ３８０２－３２８７（直通） 

 

令和８年５月７日（火） 

総務部総務課 
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８荒環環第７３号 

令和８年５月７日 

（公 印 省 略） 

 

各 町 会 長 様 

 

環境課長  檀上 和寿 

 

 

令和８年度「エコ助成」チラシの回覧について（依頼） 

 

 

 時下､ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、いつも地域における環境推進にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

環境課では、ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の一環として、省エネルギー及び創エ

ネルギー機器等の設置促進を図るため、設置費用の一部を助成しています。 

つきましては、事業周知のため、お忙しいところ恐縮ですが、チラシの回覧をお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 対象者    次のいずれかに該当する方 

・区内在住の方（住民票を助成対象機器を設置した住宅に置いている方） 

・区内集合住宅の所有者・管理組合 

・区内に事業所を有する方（「直管型 LED 照明器具への改修」のみ対象） 

※「ZEH 等」は区内在住の方のみ対象 

 

２ 受付期間  令和９年２月２６日（金）まで 

 

３ 助成条件  チラシ記載の助成対象機器等の設置完了日から１年以内かつ、受付期間内

に申請書類一式を提出すること 

 

 

【問合せ先】 荒川区環境課 環境推進係 

                〒116-0002 荒川区荒川 1-53-20  

あらかわエコセンター3階 

電 話 5811-6850（エコ助成専用） 
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８荒健健第２３２号 

令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区健康部 健康推進課長 田中 欣也 

 

 

令和８年度フレイル予防講座「今日から始める ひざ痛予防」の 

ポスター掲示について（依頼） 

 

 平素から、区政に多大なるご支援・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、令和８年度フレイル予防講座「今日から始める ひざ痛予防」を開

催いたします。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するポスターを制作いたしましたので、

誠に恐縮に存じますが、下記の通り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計

らいのほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 講演会概要  

（１）開催日時  令和８年６月２５日(木)午前１０時００分～正午 

（２）会  場  サンパール荒川 ３階 小ホール 

 

 

２ ポスターの内容   

令和８年度フレイル予防講座「今日から始める ひざ痛予防」 

ＰＲポスターA４版（添付の通り） 

 

 

３ 希望掲示期間 

令和８年６月１８日（木）までで可能な期間 

 

 

問い合わせ 荒川区健康部 健康推進課 保健相談担当 

    担 当 者 小笠原、今泉 

       電   話 ３８０２－４２５２ 
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説明資料 

教育委員会事務局 教育施設課 

 

学校等の桜の今後の取扱いについて 

内 容 

１ 概要 

 学校等に植栽されている高齢化した桜の今後の取扱いについて、報告する。 

 

２ 現状 

現在、学校等に植栽されている桜（ソメイヨシノ）については、樹齢５０年

以上の高齢化した樹木が大半で、病害虫及びコケ、キノコの発生により幹内部

の腐食や太い枝の壊死、樹皮の腐朽等が確認できており、台風や集中豪雨等の

強い風雨が発生した際には、倒木や枝折れなどの危険が想定される。 

【ソメイヨシノの寿命】 

一般的に平均寿命は６０～８０年と言われている。病害虫に弱く、幹や枝の

傷から腐朽しやすいため、特に都市部など環境の厳しい場所では６０～７０年

程度で衰弱し伐採されることが多い。 

 

３ 対応状況 

（１）点検及び診断の結果 

＜樹木点検（令和６年度）＞ 

・学校等に植栽されている桜の現状を把握するため、令和６年度に樹木点 

 検を実施し、「外観診断が必要な樹木」及び「維持管理上の処置が必要 

 な樹木」の抽出を行った。 

 
維持管理 

樹木本数 

樹木医による 

外観診断が必要※1 

維持管理の 

処置が必要※2 

小学校 ２２２本 １９５本 /222 本 １８２本 /222 本 

中学校 ８１本 ６４本 / 81 本 ７４本  /81 本 

幼稚園 ７本 ６本 /  7 本 ５本   /7 本 

計 ３１０本 ２６５本 /310 本 ２６１本 /310 本 

※1 枯れている等、樹木そのものの問題による判断 

※2 校外に枝が飛び出している等、外観上の問題による判断 

 

＜樹木医による診断結果（令和７年度分）＞ 

・上記の点検結果をもとに、令和７年度から３か年をかけて樹木医による 

 外観・機器診断を実施する。 

・令和７年度 診断結果 

 
樹木医による 

外観・機器診断 

伐採等の 

処置必要 

内   訳 

伐 採 
伐採の 

可能性 

枯枝落 

とし等 

小学校（７校） ６６本 ５１本 ７本 １８本 ２６本 

中学校（７校） ２２本 １７本 １本 ３本 １３本 

幼稚園（２園） ３本 １本 ０本 ０本 １本 

計 ９１本 ６９本 ８本 ２１本 ４０本 
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（２）点検実施以降の緊急対応 

＜令和６・７年度 緊急対応＞ 令和８年３月末現在 

 
伐採（枯損木・倒木の危険あり） 枯枝落とし 

令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度 

小学校 ２本 ７本 ６３本 ４５本 

中学校 ０本 １本 １３本 ０本 

幼稚園 １本 ０本 ０本 ０本 

計 ３本 ８本 ７６本 ４５本 

  ※伐採に当たっては、当該学校（園）と調整し、必要に応じ、ＰＴＡ、 

   町会、議員等に事前に情報提供を行うとともに、伐採理由等について 

   対象木やその周辺に掲示を行った後に実施した。 

 

４ 今後について 

・樹木医による外観診断結果をもとに、倒木や枝折れなどの危険がある桜 

については伐採や枝落とし等の処置を随時行っていく。 

（予算においては４０本程度を想定） 

（対応予定：六瑞小、二峡小、四峡小、一中ほか） 

・伐採に当たっては、当該学校（園）と調整し、必要に応じ、ＰＴＡ、町 

会、議員等に事前に情報提供を行うとともに、伐採理由等について対象 

木やその周辺に掲示を行う。 

・伐採後、伐根及び植樹について、周辺環境や学校の建替え時期も考慮し 

ながら、別途実施の検討を行う。 

・植樹となった場合は、桜の品種や他の樹種も含め、学校（園）、ＰＴＡ、 

町会等と検討していく。 

（参考）ソメイヨシノ以外の桜品種 

① ジンダイアケボノ（区内植栽：南千住中道区道） 
ソメイヨシノよりも病気に強く、街路樹更新の代替品種としてよく用 

いられる。ソメイヨシノと同じぐらいの時期に咲き、ピンク色が濃い。 

② ヨウコウ（区内植栽：千住間道、汐入公園） 
ソメイヨシノよりやや早く咲く。ピンク色の花色が濃い。 

③ アマノガワ（区内植栽：ゆいの森通り、日暮里中央通り 
ソメイヨシノよりやや遅く咲く。横に広がらない八重咲品種のため、  

歩道が狭い場所に植えられることが多い。 

 

 

今 後 の 

予 定 

令和８年５月   伐採対象樹木への事前掲示（伐採の１か月前程度～） 

伐採開始、伐根・植樹の検討 

樹木の状態により接近禁止措置 

令和８・９年度  樹木医による外観診断等（２年目・３年目）実施 

ジンダイアケボノ ヨウコウ アマノガワ 
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８荒防土第５１９号 

令和８年５月７日 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

土木管理課長 大木 浩 

 

 

放置自転車対策に関するポスター掲示について（依頼） 

 

 

 平素から、区政に多大なるご支援・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 区では、駅周辺の放置自転車対策として、自転車等駐車場の整備や放置の規制及

び啓発活動などに、地域の皆様の協力を得て積極的に取り組んでおります。 

 つきましては、これらの放置自転車対策について広く区民の皆様にご周知するポ

スターを制作いたしましたので、誠に恐縮に存じますが、下記の通り町会掲示板に

掲示していただきたく、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ ポスターの内容   

「放置自転車対策に関するポスター」A４版（添付の通り） 

 

２ 希望掲示期間 

令和８年６月３０日（火）までで可能な期間 

 

 

 

問い合わせ 防災都市づくり部土木管理課自転車対策係 

担 当 者 榎本・清水・三上 

電   話 ３８０２－４４２０ 
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★放置禁止区域（※）内では 

（※）南千住駅、町屋駅、日暮里駅、西日暮里駅、三河島駅、熊野前駅、赤土小学校前駅の各駅周辺 

放置禁止区域図をチェック！ 

★ルールを守り、駐輪場をご利用ください。 

区の駐輪場をチェック！ 

荒川区役所 土木管理課 自転車対策係 

対策強化中！ 

警告札貼付後、1時間で撤去します。 
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